
坂東市監査委員告示第２号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第７項の規

定する監査を、坂東市監査基準（令和２年坂東市監査委員告示第２号）に基

づき執行したので、同条第９項の規定により、その結果を公表する。  

 

   令和３年１０月２８日  

 

                  坂東市監査委員  神戸 俊裕  

                      同     櫻井 広美  



 

 

 

 

令和３年度 

 

財政援助団体等監査結果報告書 

 

 

 

 

 

坂 東 市 監 査 委 員 
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令和３年度財政援助団体等監査結果報告書 

 

第１ 監査執行者 

   坂東市代表監査委員  神戸 俊裕 

   坂東市監査委員    櫻井 広美 

 

第２ 監査の実施日 

   令和３年９月３０日 

 

第３ 監査の種類 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第７項

の規定に基づく監査 

 

第４ 監査の対象団体 

施 設 名：中央児童公園（坂東市岩井４３２５番地１） 

      八坂公園（坂東市岩井３１６２番地３） 

所 管 課：都市建設部 都市整備課 

指定管理者：坂東市公共施設管理公社 

 

第５ 監査の範囲 

   令和２年度における中央児童公園及び八坂公園の指定管理業務に係る

出納その他事務の執行状況及び施設の管理運営状況 

 

第６ 監査の方法 

   市が坂東市公共施設管理公社を指定管理者として協定を締結している

中央児童公園及び八坂公園について、出納その他の事務の執行が適正に

行われているか、協定等に基づき適正かつ効率的に管理・運営されてい

るか、及び指定管理に係る手続や支出は適正に行われているかを主眼と

して、指定管理者及び所管課から提出された資料に基づく関係書類の確

認及び聴取を実施した。 
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第７ 監査の概要 

   中央児童公園及び八坂公園は、坂東市都市公園条例（平成２４年坂東

市条例第２２号）に基づき設置されている。その目的は、都市住民全般

の休息、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することである。 

 

 １ 指定状況 

 選定方法 非公募 

指定管理者名 坂東市公共施設管理公社 

指定期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

指定管理料 令和２年度 

37,350,000 円（中央児童公園及び八坂公園合算） 

   

 ２ 監査対象施設の概要 

施設名 敷地面積（㎡） 延床面積（㎡） 施設構成・用途等 

中央児童公園 7,298.00 - 遊具、ベンチ 

八坂公園 102,548.00 782.00 プール、プール管理棟、屋

外トイレ、駐車場、遊具、

ベンチ、四阿、陸上競技場 

 

 ３ 指定管理業務の内容 

  （１）中央児童公園 

    公園施設等の維持管理に関する業務 

  （２）八坂公園 

    公園施設の使用許可に関する業務、公園施設等の維持管理に関する

業務及び有料公園施設（プール）の管理運営に関する業務 
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４ 収支状況（令和２年度） 

単位：円

予算現額 決算額 残額

受託金収入 37,350,000 37,350,000 0

料金収入 0 0 0

37,350,000 37,350,000 0

人件費 25,236,000 24,559,215 676,785

需用費 3,335,000 3,333,585 1,415

役務費 352,000 348,100 3,900

委託料 4,123,000 4,122,212 788

原材料費 575,000 574,035 965

公課費 73,000 72,600 400

消費税 3,656,000 3,656,000 0

37,350,000 36,665,747 684,253

指定管理業務

勘定科目

収入合計

収入

支出合計

支出

 

５ 施設の利用状況（過去５か年分） 

中央児童公園

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

利用人数

料金収入

八坂公園（プール）

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

利用人数 10,156人 9,029人 11,323人 10,629人

料金収入 2,622,850円 2,357,500円 3,023,400円 2,915,000円

※新型コロナウ
イルス感染拡大
により休園

料金を徴収していないため、来場者数の確認をしていない
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第８ 監査の結果 

   所管課及び受託団体職員から説明聴取及び監査資料に基づき諸帳簿を

監査した結果、指定管理制度の目的達成のため適正に運営され、事務処

理も適切に処理されており、適正であると認める。 

   今回の監査を踏まえ、監査委員として次の意見を述べる。 

    

 １ 坂東市公共施設管理公社 

  （１）各種規則について 

     規定されている内容と、実際に行っている業務の実態とあってな

いものが散見された。実態に合わせた規則の見直しを検討されたい。 

 

（２）事務処理について 

     関係書類は良好に整理されており、計数も正確である。しかし、

一部の会計関係書類において、誤りが見受けられたので留意するこ

と。 

 

２ 都市建設部 都市整備課 

  （１）事務処理について 

     指定管理者の指定手続きについては、坂東市公の施設に係る指定

管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年条例第１９１号）

に基づき適正に行われていることを認めた。また、各種書類につい

ても基本協定書及び年度協定書に基づき整理されており、適正であ

ると認めた。今後も、円滑な業務運営ができるよう指定管理者と相

互に協力することを要望する。 

 


